
令和５年９月 20 日 

 

県立高田南城高等学校長 

 

第 1 回「いじめ対策総点検」に係る学校訪問指導について（報告） 

 

新潟県教育委員会による、本年度の第１回いじめ対策の現状点検と改善指導が行われ

ました。指導内容は下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 日 時  令和５年９月 19 日（火）14 時から 16 時 

 

２ 会 場  県立高田南城高等学校 ３階 通信制２番教室 

 

３ 出席者  生徒指導課指導主事     ２名 

       中学校教諭         １名 

       本校教職員         校長、通信制課程教頭 

                     定時制課程教諭 ６名 

                     通信制課程教諭 ６名 

 

４ 内 容  書類点検、聴取、協議 

 

５ 主な指導事項 

 (1)学校の組織力強化について 

   ・いじめ対策組織の一員としてのスクールカウンセラーに、事案の内容について 

    情報共有（紙面でも可）して、記録も残すこと。 

   ・SNS トラブル等、インターネットに関わる案件は、警察と適切に連携を図ること。 

 (2)教員の意識改革と指導力・対応力の向上について 

   ・研修の欠席者には、資料を配付するなどして内容を共有すること。 

 (3)相談しやすい体制について 

   ・自死を防ぐためにも、アンケートの取り方を工夫したり、悩みを聞きやすい 

状況を作ること。 

 (4)保護者との連携について 

   ・学校の「いじめ防止基本方針」は、早い段階で保護者に伝えておくこと。 

・学校からの連絡の際、被害生徒および保護者へは、心配をかけたことへのお詫び

や日頃の協力への感謝も伝えること。 

  

学校訪問指導の内容をもとに、今後もいじめの未然防止、いじめを許さない学校づく

りに向け、本校のいじめ対策をさらに改善してまいります。 


